
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
」
を
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六

十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
は
、
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う

。
）
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
第
二
条
及
び
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


